
１　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

２　事業期間

　　自　契約締結日の翌日から

　　至　令和 年 月 日

３　選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する

４　支給材料及び貸与物件

品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定月日

国庫債務負担行為に係る契約の特則 第４０条

前金払 分の 以内

支給材料及び貸与品 第１５条

○× 部分払 月１ 回以内 第３８条

第３５条第１項

× 中間前金払 第３５条第４項

公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第４条第１項第２号

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付 第４条第１項第１号

9 2 26

造 林 事 業 請 負 契 約 書（案）

事業名 請負物件
契約
面積

請　　負
予定数量

請負予定金額
事業
場所

生産完了
検査場所



５　特約事項

①

令和○○年○○月○○日

発注者　住所

　　　  氏名

印

請負者　住所

　　　　氏名

印

　上記の事業に関する保安林作業行為協議の知事同意の範囲内で作業を行うものとする。
　なお、やむを得ず知事同意の範囲を超えるおそれがある場合は、請負者は事前に発注者
にその旨を届出し、理由を付して保安林内作業行為の追加・変更協議を行うことを求める
ものとする。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本
契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業製品生産事業請負契
約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書によ
り契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。



設計図書について

　入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（製品生産事業請負標準
仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に
交付したものとする。



別紙７

日吉 2220 に 保育間伐 トドマツ 7.72 500 伐採・搬出等 1

日吉 2220 ほ① 保育間伐 トドマツ 5.20 115 伐採・搬出等 2

日吉 2220 ほ② 保育間伐 トドマツ 11.22 475 伐採・搬出等 3

日吉 2220 へ① 保育間伐 トドマツ 20.30 1,680 伐採・搬出等 4

日吉 2220 へ② 保育間伐 トドマツ 4.80 200 伐採・搬出等 5

日吉 2220 ぬ 保育間伐 トドマツ 5.93 380 伐採・搬出等 6

日吉 2220 る 保育間伐 トドマツ 15.42 750 伐採・搬出等 7

8

保育間伐 計 70.59 4,100 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

注：１．「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
　　２．「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
　　３．「数量」欄は、伐採のみの場合はHA当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：　　　m3）を記載する。
    ４．「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事　業　内　訳　書

事業地
又は

森林事務
所

事業区分
又は

作業種
樹種

面積
(ha)

数量
（㎥）

作業期間年月日

から まで
備考 連番林小班

作業
仕様



別紙８

2220 に 25 定性間伐 単木 30度未満 水源かん養保安林

2220 ほ① 25 定性間伐 単木 30度未満 水源かん養保安林

2220 ほ② 25 列状間伐 5.0m×15.0m 30度未満 水源かん養保安林

2220 へ① 25 定性間伐 単木 30度未満 水源かん養保安林

2220 へ② 25 列状間伐 5.0m×15.0m 30度未満 水源かん養保安林

2220 ぬ 25 定性間伐 単木 30度未満 水源かん養保安林

2220 る 25 定性間伐 単木 30度未満 水源かん養保安林

注：１．「伐採方法」欄は、「列状間伐」（帯状を含む。）、「定性間伐」又は「複層伐」等と記載する。
　　２．「伐採仕様」欄は、「伐列幅×残幅」等を記載する。
    ３．「林地傾斜」欄は、「10度未満」、「20度未満」、「30度未満」又は「30度以上」と記載する。
    ４．「法令制限」欄は、当該林小班に法令制限の指定がある場合に記載する。

事業地毎の作業条件

林小班
伐採率
（％）

伐採方法
伐採仕様

（伐列幅×残幅）
林地傾斜 法令制限



事業地別伐区別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　　　　　事業場所 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

事業地名 事業区分 林班 小班 支番 伐区 面積 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

吉野 保育活用 2220 に 7.72 854 709.02 854 709.02 0.83 0.83 92 70.5 500 500

吉野 保育活用 2220 ほ 1 5.20 238 168.78 238 168.78 0.71 0.71 32 68.1 115 115

吉野 保育活用 2220 ほ 2 11.22 1,267 515.90 1,261 175.49 2,528 691.39 0.41 0.14 0.27 62 70.8 62.7 365 110 475

吉野 保育活用 2220 へ 1 20.30 2,633 2,418.30 2,633 2,418.30 0.92 0.92 119 69.5 1,680 1,680

吉野 保育活用 2220 へ 2 4.80 611 268.50 152 26.83 763 295.33 0.44 0.18 0.39 62 68.9 55.9 185 15 200

吉野 保育活用 2220 ぬ 5.93 776 544.30 776 544.30 0.70 0.70 92 69.8 380 380

吉野 保育活用 2220 る 15.42 1,410 1,072.33 1,410 1,072.33 0.76 0.76 70 69.9 750 750

合計 70.59 7,789 5,697.13 1,413 202.32 9,202 5,899.45 0.73 0.14 0.64 84 69.8 61.8 3,975 125 4,100

素材生産

見込利用率Ｎ Ｌ 計



事業区分別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　事業区分 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

面積 　　　Ｎ 　　　Ｌ 　　　計 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

経常

天然受光

育成受光

誘導伐

保育活用 70.59 7,789 5,697.13 1,413 202.32 9,202 5,899.45 0.73 0.14 0.64 84 69.8 61.8 3,975 125 4,100

保護伐

合計 70.59 7,789 5,697.13 1,413 202.32 9,202 5,899.45 0.73 0.14 0.64 84 69.8 61.8 3,975 125 4,100

素材生産

見込利用率



請負事業作業仕訳書（Ａ）

作業場所 変動費

事業地 作業種 作業工程 固定費 経常 天然受光 育成受光 誘導伐 保育活用 保護伐

別

伐採搬出 伐倒 変 4,100 4100㎥
造材 変 4,100 4100㎥
集材 変 4,100 4100㎥

山元土場巻立 変 4,100 4100㎥
引込線作設 固 0ｍ

搬出路作設（森林作業道） 固 13,100 13100ｍ
土場作設 固 8,200 8200㎡

既設路維持・修繕
（森林作業道）

固 1,100 1100ｍ

既設路維持・修繕
（トラック道）

固 130 130ｍ

除雪 固 27,200 27200ｍ
検知業務 形量・品質検知 変 2,600 2600㎥

椪検知 変 2,600 2600㎥
層積検知 変 1,500 1500㎥

素材輸送 積込・運賃 変 0㎥
材整理 変 0㎥

椪検知(輸送材) 変 0㎥
層積検知(輸送材) 変 0㎥

その他 機械類運搬 固

人員輸送費 固

仮設経費 固

その他経費 固 5本
エゾシカ
対策幟

その他経費 固 2本
ヒグマ対策
スプレー

その他経費 固 260㎥ 敷砂利

※　請負予定数量欄の単位は、素材：㎥

直接費内訳書

事業別請負予定数量

日吉

摘要

作業区分



請負事業作業仕訳書（Ｂ）

間接費内訳書

製品生産事業 経常 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

森林環境保全 天然受光 伐採搬出事業

整備事業 運送事業

検知業務

計

育成受光 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

誘導伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保育活用 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保護伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

伐採搬出事業

計 運送事業

検知業務

計

厚生年金保険料
林業退職金
共済掛金

現場経費
合計

労務関係費

計労災保険料 健康保険料 雇用保険料

伐採搬出・検知業務一括

請負区分

作業種

諸経費

事業名 事業区分

計

計一般管理費



特 記 仕 様 書 

 

 

 ７年度網走中部署【日吉地区その３】保全整備（保育間伐）第９号について、下記の事

項を定める。 

 

記 

 

１ 伐採について 

  (1)当該事業の列状間伐作業地においては、調査木の標示（ナンバーテープ）の有無に

かかわらず列状間伐ができるものとする。 

  (2)調査木の標示（ナンバーテープ）がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必 

  要はない。 

(3)虫害・材の劣化防止のため、伐採後は速やかに土場へ搬出巻立てすること。 

(4)伐採区域を十分確認したうえで、伐採に着手すること。 

 

２ 保安林内作業行為協議の知事同意内容の説明 

当該事業の事業地は全て保安林に指定されており、当該事業に係る保安林内作業行

為協議の申請中である為、知事の同意後に事業を着手すること。（別紙「事業地毎の

作業条件」参照） 

 

３ システム販売 

当該事業から出材される素材がシステム販売の対象となった場合は、別途、採材寸

法及び検知方法、伐採時期について指示する。 

 

４ 土場と林道・既設道等を結ぶ森林作業道の作設 

設計図書（位置図）に示している、土場と林道又は既設道を結ぶ森林作業道を作設

する場合は、次の各項については森林作業道作設仕様書によらず、次に定める仕様に

より作設するものとする。 

①縦断勾配：原則 9%以下（地形の状況等によりやむを得ない場合 14%以下） 

②敷 砂 利：敷幅は 3m の範囲内、敷厚は 10cm または 20cm、切込砕石 80mm 級とする。 

なお、敷砂利を行う際は、事前に監督職員の品質確認を受けてから行うこと。 

また、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を（部分）完了検査時に提出する

こと。 

※納品書等とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明

する一覧表とする。 

 

５ 既設道の維持修繕・除雪に関する事項 

 (1)既設道の維持修繕 

設計図書に示している、既設道については、車両の通行に支障がないよう、路体の

維持修繕を行うものとする。 

 

 (2)既設道への敷砂利 

設計図書（位置図）に示している、土場線、既設道修繕箇所等については、次に定

める仕様により敷砂利を行うものとする。 

① 敷  幅：3m の範囲内 

② 敷  厚：10cm または 20cm 



③ 切込砕石：80mm 級 

なお、敷砂利を行う際は、事前に監督職員の品質確認を受けてから行うこと。 

また、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を（部分）完了検査時に提出する

こと。 

※納品書等とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明

する一覧表とする。 

 

 (3)除雪 

当該事業の事業地へ通じる通勤路（公道を除く。）については、車両の通行に支障

がないよう、除雪を行うものとする。 

 

７ 濁水防止対策 

  当該事業地のうち 2220 林班下流に利水施設があることから濁水を発生させないよう

十分注意して作業を行うこと。 

  また、事業着手時及び完了時には、施設管理者（北見市役所常呂総合支所 上水道課）

へ連絡すること 

 

８ 誤伐防止 

誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を

受けた後事業着手前に提出すること。 

 

９ ナラ枯れ被害拡大防止対策 

ナラ枯れの被害に関する対応について、別紙「北海道内におけるナラ枯れ被害木等 

の伐採・移動に関する指針」(北海道水産林務部林務局森林整備課)に基づき適切に対

応するほか、監督職員の指示に従うものとする。 

また、事前踏査及び事業実行中に被害木及び被害木と推定されるものが発見された

場合は立木にテープ等で表示するとともに、位置情報を速やかに監督職員等へ報告す

ること。 



別紙 

製品生産における誤伐防止のためのチェックポイント 
 年   月   日 

発注者 

 分任支出負担行為担当官 

        森林管理（支）署長 殿 

             請負者                        

          住所                          

          氏名                          

 

   年   月   日契約した  年度○○署【△△地区】保全整備（保育間伐・地拵え・植付） 

第□号について、下記事項の通り提出いたします。 

 

区  分 チェックポイント 
チェック 

はい 該当なし 

保安林協議 
保安林伐採協議及び作業行為の知事同意済内容を確認しましたか ☐ ☐  

特に土場・森林作業道の作設面積は、確認しましたか ☐  

契約書と図面

等の事前確認 

契約書・仕様書・特記仕様書等の確認をしましたか ☐ 

  

関係図簿等の資料を確認しましたか ☐ 

隣接地に収穫調査、立木販売済箇所及び分収林の有無を確認しましたか ☐ 

伐採区域内における伐採除外地の有無を確認しましたか ☐ 

境界の 

現地確認 

林小班及び伐採区域の現地確認をしましたか ☐   

  隣接地の収穫調査、立木販売済箇所及び分収林を現地確認しましたか ☐ 

伐区界等の不明箇所がありましたか ☐ ☐ 

 （ある場合）不明箇所を監督職員等に確認依頼しましたか ☐  

支障木の取扱 

（裏面） 

立木販売と製品生産事業での支障木の取扱方法の相違を理解しましたか ☐   

  作業従事者に上記について周知しましたか ☐ 

作業従事者 

・ 

下請者への 

指導 

作業従事者に図面等を配布し、次のことを指導しましたか 

・ 伐採区域の標示方法 ☐ 

  

・ 伐採方法（帯状、定性等）及び伐採仕様（伐採率） ☐ 

・ 調査木の標示方法（№テープの記号、番号、色別） ☐ 

・ 伐採除外地の有無  ☐ 

・ 伐採除外地の標示方法 ☐ 
作業従事者に上記について不明な場合は現場代理人へ報告するよう指導

しましたか 
☐ 

丸太・砂利等運搬を除き、下請け作業がある場合、下請者に作業従事者と

同様のことを指導しましたか 
☐ ☐ 

注：このチェック表は、事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に監督職員に提出してください。 

監督職員 

   年    月    日 

官職氏名 



支障木の取扱 

項目 
立木販売 製品生産事業 

伐区内 伐区外 伐区内 伐区外 

伐倒 

支障木 

伐倒支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う 

同左 

伐倒支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う 

同左 

損傷木 

損傷木が発生した場合は、買受人は支

障木届を森林官等に提出し、森林官等

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

損傷木が発生した場合は、請負者は支

障木届を監督職員に提出し、監督職員

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

搬出路等 

支障木 

搬出路支障木が発生する場合は、買受

人は支障木届を森林官等に提出し、森

林官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

森林作業道支障木は、予め本物件の調

査結果を活用して資材に繰入れ払出済

のため、支障木届の提出は必要ない。 

森林作業道支障木が

発生する場合は、請負

者は支障木届を監督

職員に提出し、監督職

員の指示により伐倒

を行う。 

※伐倒開始は監督職

員の指示により行う。 

土場支障木 

土場支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

土場支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

 



別紙









事 業 名 　７年度網走中部署【日吉地区その３】保全整備（保育間伐）第９号

事 業 期 間

事 業 場 所 　2220林班に小班外

契 約 数 量

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

生産量 700 700 700 700 700 600 4,100

事業地

月　別　生　産　計　画

　自　契約締結日の翌日　　　　 至令和8年2月26日

   4,100　㎥

日吉


